
（特例区域案の添付書類） 特例区域指定に係る参考事項 

 

１ 特例区域を定めようとする区域における都市機能及び経済活動等の現況 

【中心市街地全体の現況】 

富山市の中心市街地は、江戸時代、富山藩１０万石の城下町として形成さ

れたのが始まりである。戦後、戦災復興土地区画整理事業等により実施され

た道路整備や区画整理、その後の商業近代化事業や市街地再開発事業により

様々な都市機能の集積が進んだ。 

商業は、品揃えや商店数とも県内一を誇っており、中でも総曲輪通り、中

央通り、西町を中心とする中心市街地は、市の小売商業のうち、約３割の店

舗が集積し、従業員数は約２５％、年間販売額は約２３％を占めている。 

また、公共公益施設も富山県庁、富山市役所が立地するとともに、富山国

際会議場、富山市芸術文化ホール、富山市立図書館といった集客性の高い施

設が整備されている。 

公共交通については、ＪＲ富山駅に鉄軌道網の路線すべてが集結すること

に加え、バス路線の発着地点でもあり、富山県の交通結節点としての機能を

有している。また、路面電車や、コミュニティバスが循環するなど、公共交

通の利便性の高い地域である。 

【都市機能の現況】 

しかしながら、郊外型大規模小売店舗や幹線道路沿いへの大・中規模店舗

の立地等の影響により、平成１４年２月に長崎屋、平成１６年１０月にユニ

ー富山駅前店、平成１８年３月に西武百貨店富山店と大規模小売店舗の撤退

が相次ぎ、小売店舗数も平成１６年には、富山市が平成１１年に旧基本計画

を策定した時の約１６％減の１,４８０店になるなど、空き店舗や空き地が増

加しており、商業機能の疲労が加速化している状況にある。 

また、中心市街地の投資対象としての魅力も減退していることから、平成

１１年に９７０千円／㎡あった総曲輪三丁目の地価は、平成１８年には  

４０８千円／㎡まで下落している。 

【経済活動の現況】 

これに伴い、平成１６年の中心市街地の小売販売額は１,１８２億円と平成

１１年の約７０％にまで減少し、平成１８年の中心商業地区の歩行者通行量

（日曜日、８地点の合計）も２４,９３２人と、平成１１年の約３５％にまで

減少している。 

 

 

 



２ 特例区域を定めることにより中心市街地活性化について期待される効果 

【特例区域を定める具体的理由】 

前述のような状況に対し、地元商店街団体等が中心となり、各種イベント

を積極的に行い、活性化に向けた努力を重ねているものの、各種指標の減少

には歯止めがかかっていない。この打開策の一つとして、富山市では昨年度

からイベントに加え中心商業地区の駐車場料金を全日無料化とする取組を行

っており、歩行者通行量や小売販売額の増加など一定の成果があった。 

  このような状況の下で、富山市では、人口の減少や少子高齢化を見据え、

コンパクトなまちづくりを進めている。この取組の一環として、中心市街地

活性化基本計画を策定し、本年２月には内閣総理大臣の認定を受けたところ

である。 

富山市では、当該計画も踏まえ、魅力と活力を創出する富山市の「顔」に

ふさわしい中心市街地を形成するためには、人が集い、経済的活動が活発に

行われる、賑わいの拠点としての機能を高めることが必要であると考えてい

る。 

そのためには、集客の核となる大規模小売店舗の誘致を行うことが必要で

ある。 

  このため、旧西武百貨店富山店の空き店舗や今秋に予定されている大和百

貨店富山店の移転に伴い空き地となる区域は、大規模小売店舗立地法の特例

区域を設け、大型店の誘致により商業機能を強化することが重要であり、か

つてのようなにぎわいを回復するとともに市民の買物利便性を高めることが

必要である。 

【期待される効果】 

  大型店の誘致が実現した場合には、その他の施策の効果とあわせ、中心商

店街の歩行者通行量（日曜日）は、現在の２４,９３２人から５年後には   

３２,０００人に増加すると富山市では見込んでいる。 

歩行者通行量が増加し、にぎわいが回復することで、大型店以外の小売業、

飲食店など他業種を含めた中心市街地の事業者の売上げ増も期待されるとこ

ろである。 

 

 

３ 特例区域を定めるに当たって考慮した生活環境の保持に関する事項 

  第一種特例区域が指定された場合は、個々の大型店が立地するに際し、大

規模小売店舗立地法の届出が実質的に不要となる。このため、大型店の迅速

な立地が可能となる反面、生活環境の面から大型店の設置者に対して県が意

見を述べる機会等はなくなることになる。このため、区域の指定にあたって



は、生活環境の保持の面からの検討も行った。 

  具体的には、当該区域及びその周辺の区域は、近隣に公共駐車場が整備さ

れており、地域として駐車場待ちの交通渋滞等が発生する可能性は小さく、

一般住居が少ないことから夜間の騒音問題等が発生する可能性は低いと考え

られる。 

  また、当該区域は、大和百貨店富山店や旧西武百貨店富山店が入店してい

た空き店舗を中心とするものであることから、大型店の生活環境問題に関す

る地域住民の受容度は高いものと推察される。 

 

 

４ 特例区域を定め公告する予定年月日 

本公告・縦覧後に特例区域を定め、平成１９年８月３１日に公告を行い、

同日から特例措置を適用する予定である。 

 

 

５ その他参考となるべき事項 

上述した中心市街地活性化について期待される効果や生活環境の保持への

配慮などを総合的に判断し、喫緊に富山市における中心市街地活性化を実現

することが重要であると判断した上で、次に記載する富山市における中心市

街地活性化に関する各種施策を考慮し、第一種大規模小売店舗立地法特例区

域案を策定したものである。 

【大型店誘致を含む中心市街地活性化に関する富山市の関連施策】 

富山市では、中心市街地の賑わいの創出のための商業活性化施策として、

次のような事業を基本計画に掲載し実施していくことにしており、これらと

一体となって中心市街地活性化を目指すこととしている。 

・「賑わい横丁」整備運営事業 

 ・「賑わい交流館」整備運営事業 

 ・総曲輪オフィシャルガイドブック作成事業 

 ・ＩＣカード活用による商業等活性化事業 

 ・総曲輪開発ビル再生支援事業 

 ・総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業 

 ・西町南地区第一種市街地再開発事業 

 ・中心商店街魅力創出事業 

 ・街なか感謝デー開催事業 

 ・街なかサロン「樹の子」運営事業 

 ・アーバン・アテンダント事業 



【特例区域案策定の経緯】 

本特例区域案は、平成１９年５月２３日に富山市からの要請を受け、その

後の協議を経て策定したものである。 

なお、案の策定にあたっては、中心市街地の活性化に関する法律第３６条

第６項の規定により、平成１９年７月２３日に住民説明会を開催した。説明

会においては、約４０名の参加を得た。この場においては、参加者からの質

問や意見等は提起されなかった。 


